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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「大和リース貸店舗」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地 大和リース貸店舗
仙台市泉区市名坂清水端

２００－３他 １２筆

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
大和リース株式会社

大阪市中央区農人橋二丁

目１番３６号

3
大規模小売店舗において小売業を行

う者の氏名（名称）、代表者、住所
未定 未定

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２５年１月２９日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ３，３０６㎡

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の収容台数 １２１台

② 駐輪場の収容台数 ８６台

③ 荷さばき施設の面積 ４９㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １３．９７㎥

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①
小売業を行う者の開店時刻及び閉店

時刻
未定 １０：００～２０:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯

９：３０～２０：３０

但し、年２回５：３０～２２：３０

③ 駐車場の自動車の出入口の数 ３箇所

荷さばき施設Ｃ－１

④
荷さばき施設において荷さばきを行

うことができる時間帯 荷さばき施設Ｃ－２
６：００～２２：００

8 届出年月日 平成２４年５月２８日

資料１
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住民説明会の実施状況及び質疑事項等

大規模小売店舗の名称 大和リース貸店舗

説明会の日時・出席人数 平成 24 年 7 月 4 日（火）

１回目：15:00～15:40 ２名

２回目：16:00～16:30 １名

３名

説明会の会場 泉区中央市民センター研修室

（仙台市泉区市名坂東裏５３－１）

説明会の会場 泉区中央市民センター研修室

（仙台市泉区市名坂東裏５３－１）

質疑等

【１回目】

Ｎｏ 意見陳述 回答

１ 入店は、１つの店舗だけなのか？ １店舗の予定です。

２ 具体的な店舗名は言えないのか？ 現在テナントと交渉中ですが、最終契約に

至ってなく、守秘義務の必要もあり、現在

は公表は控えさせていただきたい。８月中

頃には公表できる予定です。

【２回目】

質疑なし
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：道路管理課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

店舗計画に係る協議については交通管理者（宮城県警本部交通規制課），交通政策

課も含め協議を行った。

・当該地区は「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例」（以下「附

置条例」という。）の指定区域（商業地域，近隣商業地域）でないことから，立地法

解説等による参考値（店舗面積 35 ㎡当り 1 台）を基に算定し，附置条例の設置基準

を参考に自転車・原付自転車（・自動二輪）の駐輪台数及び駐輪場の設置を指導し

た。

・来退店経路の検討では，需要率では余裕があるものの，右折レーン滞留長の不足

があり延長を指示した。ただし，隣接交差点や他店出入り口を考慮する必要があり，

可能な延長を行うこととした。

交差点１（南から北への右折レーン）

不足延長分の延長を行うこととした。

交差点４（北から南への右折レーン）

現在隣接交差点端部まで右折レーンが延びており，延長余地がないことを確認

した。

交差点の需要率 0.428，同右折レーン混雑度 0.68（開店後・休日）であり，交

差点での通行に支障がないとの算定結果がでており，やむを得ないとした。

交差点５（東から西への右折レーン）

交差点５の無信号交差点では，来店経路として右折設定したことから，右折待

ち渋滞が発生する恐れがあるため，安全帯を使い右折レーンの設置を指導した。

意見の有無 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：交通政策課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

駐車場について、大店立地法、駐車場法に基づいた指導を行い、以下につ

いて確認した。

・設置駐車台数について，大店立地法指針値からの算出により必要駐車

台数を満足していること。

・設置台数のうち３割以上を６ｍ駐車マスとして確保し，そのうち，身

障者用駐車マスも確保されること。

・駐車場の構造等について駐車場法上の基準を準用していること。

・車路において一時停止すべき箇所を明確にするよう指導し，停止ライ

ンが路面標示されること。

・荷さばき施設において安全確保の観点から，営業時間内に作業する場

合，誘導員を配置すること。また，一般車が進入しないように路面標

示をされること。

・駐車場出入口の管理について，閉店後は施錠されること。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：騒音・照明部会 課 名：環境対策課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の

意見に関す

る検討を含

む。）

設置者と協議を行い，騒音の予測を行った。(予測地点は別紙を参照)

騒音の総合的な予測における，各予測地点での等価騒音レベル（昼間・夜間）の

予測結果は，表１のとおりであった。

表１ 等価騒音レベルの予測結果

昼間 夜間 昼間 夜間

A (1階) 49 37

A (2階) 48 37

B (1階) 51 41

B (2階) 50 40

C (1階) 49 38

C (2階) 49 38

D (1階) 54 44

D (2階) 54 44

E (1階) 49 37

E (2階) 48 37

45

60 50

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB） 環境基準（ｄB）

Ｃ類型
準工業地域

Ｂ類型
第一種住居地域

55

すべての予測地点において，昼夜とも環境基準を下回る予測であった。

また，敷地境界上の各予測地点における，夜間に発生する騒音レベルの最大値予

測結果（抜粋）は，表２のとおりであった。

表２ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（抜粋）

予測地点
（発生源番号）

最大騒音
レベル（ｄB）

規制基準（夜間） 発生源

S6 (音源高さ) 43 空調室外機

S9 ( 〃 ) 44 〃

S18 ( 〃 ) 43 〃

K8 ( 〃 ) 34 給排気口

K15 ( 〃 ) 38 〃

K19 ( 〃 ) 43 〃

Q ( 〃 ) 34 キュービクル

A2 ( 〃 ) 62 二輪車走行

A8 ( 〃 ) 61 〃

A10 ( 〃 ) 70 〃

A18 ( 〃 ) 60 〃

A26 ( 〃 ) 61 〃

50dB以下
第３種区域
準工業地域

一部の予測地点において，夜間の規制基準を上回る予測であり，原因について精

査したところ，発生源が二輪車走行音であった。

基準を上回った地点については，大部分が道路に面していることから，生活環境

への影響を調べるため，保全対象においても予測したところ，予測結果は表３のと

おりであった。
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表３ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（保全対象側・抜粋）

予測地点
（発生源番号）

最大騒音
レベル（ｄB）

規制基準（夜間） 発生源

A2 (音源高さ) 54
45dB以下

第２種・一種住居
二輪車走行

A8 ( 〃 ) 51 〃

A26 ( 〃 ) 51 〃

50dB以下
第３種・準工業

保全対象側においても，一部の予測地点において，夜間の規制基準を上回る予測

であった。

夜間最大値予測が規制基準を上回るものの,音の発生が夜間に及ぶのが特売日を

実施する年２回だけであり，当該店舗の周辺に立地している施設が店舗および変電

所であることを考えると，当該店舗の開店により音環境の極端な悪化がもたらされ

る可能性は低いと推測される。

ただし，予測結果をふまえ，特売日の早朝・夜間時間帯には北側の出入口を閉鎖

し，車両走行音の影響の小さい南側の駐車マスを優先的に利用させる対策を実施す

る。

以上により，予測地点における夜間最大値予測結果で，敷地境界上で規制基準を

上回る結果が見受けられたが，夜間の騒音発生状況を勘案すると，当該店舗の開店

に伴って店舗から発生する音により周辺生活環境へ与える影響は少ないと考えら

れる。

夜間照明については，駐車場照明の位置図を精査したところ，外に洩れる光はわ

ずかであり，周辺の生活環境への影響は少ないものと考える。

よって，市の意見を提示する理由はないとした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：廃棄物部会 課 名：廃棄物管理課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

廃棄物等に関する処理計画の審査について

指針に基づく廃棄物等の予測排出量を保管可能な廃棄物保管施設の計画である

かなどについて協議を行った。

１ 廃棄物等の排出量等の予測

「大規模小売店舗を設置するものが配慮する事項に関する指針」に基づき、廃

棄物の種類ごとに排出量を算出し、保管施設を計画する上での廃棄物等の排出量

を適正に予測している。

※ 保管計画容量 13.970 ㎥ ＞ 排出予測量 10.995 ㎥

２ 廃棄物の減量・リサイクル計画

再資源化の可能なものについては、積極的に資源化に取り組む計画となってい

る。

３ 廃棄物保管施設の計画

廃棄物等保管施設の設置については、建物外「敷地内」に１施設設置する計画

であり、排出予測量を十分保管できる。

※ 大和リース 計画保管施設容量 13.970 ㎥ ＞ 必要容量 10.995 ㎥

※ 指摘事項 ごみ集積施設設置に関する事前協議を泉環境事業所と行なうこ

と。

４ 廃棄物の運搬・処理方法等

廃棄物の運搬については、許可業者に委託し、廃棄物保管施設に保管できる容

量及び発生量を考慮した収集頻度を計画しており、問題はない。

以上のことを確認し、協議終了とした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり部会 課 名：都市景観課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

当該敷地は仙台市｢杜の都｣景観計画における市街地景観のゾーンの内、郊外住宅

地ゾーンに位置し、景観計画に定める基準について協議を行いました。

計画店舗は、白を基調色とした外壁とすることで基準を満たしているという確認

をしています。

なお、景観計画区域に係る行為届出書が提出されており、景観計画に定められた

行為の制限に適合するものと認めましたことから適合通知を交付しています。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり 課 名：百年の杜推進課

店舗名 大和リース貸店舗

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

杜の都の環境をつくる条例に基づき緑化計画について協議を行った。同条例に

基づく緑化面積等は以下のとおり。

１．緑化計画面積等

（㎡）

敷地面積 緑化基準面積 緑化計画面積 緑化率

8,583.18 1,201.64(14.0%) 1,205.20※ 14.04

※緑化計画面積については、平成 24 年 6 月 1 日付で認定したもの。

２．緑化内容

芝・低木・中木による地表部緑化、ならびに屋上緑化を計画している。

条例に基づく基準を満たしており、また接道部緑化への配慮も見られる。

意見の有無 無し

意見の内容




























